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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０８回新温泉町議会定例会５日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御多

用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、令和３年度一般会計補正予算並びに特別会計及び公営企業会計の補正予算を

中心に議事を進めてまいりたいと存じます。議員各位におかれましては、格別の御精励

を賜り、慎重な審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、開

会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第５日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日は、令和３年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算、人事案１件、諮問

案２件につきまして、御審議を賜りたく存じます。

議員各位におかれましては、連日の御審議をお願いすることになりますが、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。
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○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０８回新温泉町議会定例会５日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 議案第６４号

○議長（中井 勝君） 日程第１、議案第６４号、令和３年度新温泉町一般会計補正予

算（第３号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和３年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので御提案を申し上げるものであります。

内容につきましては、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すが、追加説明資料が提出されておりますので、説明をしてください。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、昨日配付をさせていただきました令和３年度一

般会計補正予算（第３号）の説明資料によりまして、今回の補正に関係します安全運転

管理者の選任等について御説明をいたします。

昨日配付させていただきました裏表の１枚物でございます。内容につきましては、昨

日町長から御報告をさせていただきました安全運転管理者の不足に伴うものでございま

す。今回の車検切れ公用車の使用に伴い、全車両の車検時期や所在を調査した結果、安

全運転管理者、副安全運転管理者の選任ができていないことが判明いたしました。この

ため早急に選任手続を行い、６月４日までに５か所の選任届を提出したところでござい

ます。

それでは、安全運転管理者の選任に関係いたします法令の定め並びに選任状況につき

まして、資料で説明をいたします。１ページを御覧ください。

まず、安全運転管理者の選任につきましては、道路交通法第７４条の３に定めがござ

います。第１項が安全運転管理者の選任が必要な車両の台数及び資格要件、第４項が副

安全運転管理者に係るものでございます。その内容につきましては、その下の表を御覧

いただきたいと思います。上の表は選任が必要となる車両の台数で、安全運転管理者は

使用台数が５台以上であれば選任が必要となります。また、その下の表は、副安全運転

管理者のもので、役場本庁においては５７台ございますので、太字で記載しております

とおり、２人の副安全運転管理者が必要となってまいります。

その下から２ページ目にかけましては、安全運転管理者、副安全運転管理者の要件を

記載しております。２ページを御覧いただいて、枠で囲った部分でございます。上の枠
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内が安全運転管理者、下の枠内が副安全運転管理者の説明でございます。安全運転管理

者では、１つ目に年齢が二十歳以上、副安全運転管理者を置く場合にあっては３０歳以

上となっております。２つ目には、自動車の運転管理に関し、２年以上の実務経験を有

するか、同等の能力を有すると公安委員会が認定した者となっております。今回選任し

た職員については、いずれもこれまでの実務経験の中で、車両の点検や管理などに２年

以上携わっている者でございます。また、選任できない場合といたしまして、過去２年

間に安全運転管理者の解任命令を受けたことがある者、ひき逃げ、酒酔い、酒気帯び運

転など列挙しております違反をしまして２年が経過していない者などを規定しておりま

す。その下の副安全運転管理者につきましては。年齢が２０歳以上、運転管理の実務経

験１年以上、運転経験が３年以上など記載のとおりでございます。

もう一度１ページに戻っていただきまして、真ん中より少し上の辺りでございます。

第１２０条に罰則規定がございます。安全運転管理者、副安全運転管理者の規定に違反

した者は５万円以下の罰金に処するとなっております。この件につきましては、美方警

察署の御指導をいただき、先般、安全運転管理者名で対応報告書を提出したところでご

ざいます。現時点では、処分について何も伺っておりません。

最後に、もう一度２ページに戻っていただきまして、最下段の安全運転管理者等の選

任状況の表を御覧いただきたいと思います。５台以上の車両があり、安全運転管理者等

の選任が必要な場所は、役場本庁、温泉総合支所、給食センター、雪寒基地、公立浜坂

病院、介護老人保健施設、保健福祉センターの７か所でございます。このうち今回追加

で選任したところが、右端の追加届出年月日に日付が入っている５か所でございます。

例年でございますと、１０月頃に安全運転管理者講習がございますので、追加で選任し

た者の講習受講の負担金を今回の補正３号でお願いするものでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

質疑は歳出、歳入、総括を全て一括で行います。

それでは、質疑をお願いします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 事項別明細書の１１ページですね、民生費の児童措置費、

１８節負担金補助及び交付金９５５万円、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活

支援特別給付金というようになっておりまして、４月２８日の民生教育常任委員会の資

料の中に、２５ページですね、そこに説明が書いてありますが、児童１人当たり一律５

万円ということで、そうしますと１９１名分ということになると思うんですが、支給対

象者で以下の１から３のいずれかに該当する方というふうに書いてあります。児童扶養

手当受給者の方、それから、公的年金等を受給していることにより令和３年４月分の児

童扶養手当の支給を受けていない方、それから、３つ目として、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同
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じ水準になっている方と、この３つ書いてあるんですが、この１９１人分は、それぞれ

１から３の該当される人数が何人ぐらいあるか、ちょっと内訳が分かれば教えてくださ

い。

それから、１１ページのその下の認定こども園費です。１２節委託料５００万円、浜

坂認定こども園候補地環境調査業務とありますが、これの内容と目的を説明してくださ

い。

それから、１２ページ、保健衛生総務費の部分と、それから予防費、これが新型コロ

ナワクチン接種についての補正でありますけれど、これは今後行われる６４歳以下の方、

一般の方の接種全体を見込んでいるのか、それともある程度部分的なものなのか、その

辺りをちょっと説明してください。以上です。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） まず最初に、１１ページの児童措置費の１８節負担金

補助及び交付金の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の関係で

あります。９５５万円ということで、この数字につきましては１９１人という算定にな

っております。実質的には全国ベースの所要額で、支給対象世帯数及び支給対象児童数

を厚生労働省のほうにおきまして算出して、令和元年度の児童手当支給対象児童の人数

の割合を基に出された人数ということで、国からの数字ということで、それが歳入のほ

うにも影響しておりまして、この数字で交付申請しなさいということで予算計上してい

る数字であります。実質的にはちょっと人数、もっと少ない人数ではありますけども、

国からの指示の人数ということで出しております。

また、保健衛生総務並びに予防費の関係の新型コロナの今後の予定ということで、今

後の一般接種の分を集団接種ということで想定した場合の予算計上で算定をしておりま

す。以上です。

○議長（中井 勝君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） １１ページの３目認定こども園費の１２節委託料５

００万円の内容につきまして、御説明をさせていただきます。６月１６日に開催をさせ

ていただきました民生教育常任委員会の資料の裏から２ページ目を御参考にしてみてい

ただきたいと思っております。浜坂認定こども園の整備候補地検討業務につきまして、

趣旨といたしましては、岸田川水系におけます想定最大規模の洪水浸水想定を踏まえま

して、周囲環境等を比較検討した上、候補地決定に進めていくことが重要であるという

認識で、現地調査等のコンサルティング業務を委託するものでございます。認定こども

園整備の最終２候補地につきまして、こども園としてよりふさわしい候補地を比較分析

により検討いたしまして、より住民の理解を得られるように検討するための資料といた

したいものでございます。比較評価項目につきましては、法規制状況、それから周囲の

土地、建物、配置状況、それから立地環境、土地の形状、面積状況、交通量及びアクセ

スの状況、それから土地確保の容易性及び住民合意の度合い、それからまちづくりの全
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体像、それから概算事業費、それから認定こども園統合の可能性を含めました将来性等

を検討したいとするものでございます。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 最初の児童福祉費の低所得子育て世帯に対する、こちら

のほうのじゃあ数字は国からのもので、実際はどのようなものか。実数はこれからのこ

とというような答弁だったと思いますが、この１番のその中の１から３、先ほどちょっ

と言いましたが、その①の令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方、この方について

は次の後ろのページに、申請不要で受け取りますと、５月頃、令和３年４月分の児童扶

養手当を支給している口座に振り込みますと書かれておりますが、そうすると、この分

もここの予算に計上されて、これから支給されるということでしょうか。その点をお尋

ねします。

それから、認定こども園の委託料ですが、これは新聞記事などで見ますと、そういっ

た、それと以前の委員会の資料で、町長の強い意思でというようなこともありますので、

町長からもちょっとその整備検討業務の説明を求めます。

それからもう一つ、ワクチンの関係ですが、集団接種で、残りの町民の方全員を集団

接種で行うという想定に基づいた予算ということでしょうか、確認いたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 独り親世帯以外の関係でありますけども、先ほどの令

和３年度４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者ということで、

先ほど人数的には１９１人と予算額的には上げてるわけなんですけども、今のところ把

握してる中で４５世帯程度ということで、対象人数が９３人程度が申請不要でいけると

いうことを把握しております。今後、異動がある部分もあると思いますけども、今現在

では９３人程度ということであります。

また、ワクチン接種の関係ですけども、今後の１２歳から６４歳までということで、

集団接種をした場合の算定をしております。ただ、今後ワクチンがどうなるのか、その

回数等につきましても、具体的にまだ計画が立てれていないということの中での今後の

予算づけの中で、補正として上げさせていただいたということであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） この３月、２か所に絞り込んだ、この役場の横、それから現在

地、認定こども園の現在地周辺ということで絞り込んだ提案をさせていただいておりま

す。実は、かつて宇都野町でこの認定こども園の移動の、４年ほど前ですけど、提案が

ありました。地域の反対もあったりして、なかなか話が進まなかったという反省点を踏

まえた上で、やはり住民説明にはそれなりの資料が要る、そういう根拠になるものが要

る。手ぶらで説明するわけにはいかない。この役場横で決まるにしても、認定こども園

の現在地周辺で決定するにしても、住民説明会は必ず必要になります。そういった点で、

この基礎的な資料は必要だと考えております。ただ議会で決まった、後は手ぶらで、決
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まりましたよ、こういう説明で住民の方々の納得を得ることはなかなか難しい、そのよ

うに考えておりますし、当然説明会なりを開く必要があります。そういった資料が必要

だ、このように考えております。

それから、町長の強い要そというそそにあるものは、やはり ０００人の署名、それ

から、私が諮問した検討委員会の結果、こういった要そ、それから、先日も町の中、商

店街の方々、一般の方々も含めて歩いてみると、やはり今のところでいいよという意見、

もう本当にたくさんです、大半です。そういう地域の要そ、それから、まちづくりの将

来構想、本当に適した場所はどこがいいのか。本当にこれまで営々と続いてきた現在地

を全く別のことがよいのか。そういったことも踏まえて、やはり住民の本当に願いがど

こにあるか、そういうことでこの予算を提案させていただいております。そこはぜひ、

先日も小井津町の方々にも会ってきました。漁業をされている方もいます。本当に今の

ところでいいよというのが圧倒的でした。そういうそそがあるということをぜひ皆さん

にも知っていただきたいと思います。そのような状況であります。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 最初の児童福祉費のことですが、９３名という①の部分

の方ですね。これについては５月頃振り込みますというふうに書かれておるわけですが、

これが結局遅くなった理由といいますか、これから予算が成立したら支給という形にな

るわけですよね。もっと早く提案できなかったのか。ちょっとその辺りを説明していた

だきたいと思います。

それから、あと、そのほか２、３については申請が必要ということですが、これらの

周知ですね、特に３番。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するな

ど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方とあります。本当

に非正規雇用、パート等で勤められていて、コロナの緊急事態宣言の自粛要請等で職を

失ったり、ほとんど勤務する日にちがなくなって収入が激減している方がありますので、

こういったことはきっちり皆さんに分かるように周知していただけたらと思います。

それから、こども園の環境調査業務のことでございますが、コンサルに評価してもら

うということですが、これは何といいますか、あくまで中立的な目で、外からの中立的

な目で判断ということと、あとは地域の中に入っていろいろ調査されるということでし

ょうか。その辺り、もうちょっと詳しくお願いします。

それとあと、ワクチン接種のことについてですが、集団接種を想定ということでした

が、ががの方がの接種の手数料、これ、大体１人当たり２回分で ０００円程度と聞い

ておるわけですが、これはちょっと予算書見る限り、どこにあるのかなという感じです

が、例えばそれは町を通さず、国から直接がが会等に出るということでしょうか。その

辺をちょっと説明お願いします。以上。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 森田議員の御指摘どおり、あくまでも中立的なスタンスで、冷
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静にまちづくりの基礎的な資料にしたい、こういう思いであります。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 子育て支援の特別給付金の関係ですけども、国がコロ

ナ対策という中で、急遽対策を練って対応した分であります。低所得者の独り親につい

ては、先にもう支給という手続がされているわけなんですけども、こちらのほうの独り

親世帯以外分につきましては、なかなか国からの情報が流れてこなかったということの

中で、先ほど言いました１９１人につきましても、所要額の見込み調査が来たのが、締

切りが５月７日で、後になって手続が進んでるということであります。そういう中で、

今後、町広報なりホームページ等で要申請の方についてはＰＲしていきたいと考えてお

ります。

また、ワクチン接種の関係につきましては、ががの方が接種した場合、１人当たり今

のとこ税込みで ２７７円で予算計上がされております。それがまた国のほうは金額を

上げるということがされてるわけなんですけども、具体的にまだ正式に決定が来てない

という中で、今後国の動きを見ながら予算計上をしていきたいと考えております。予算

的には事業委託料ということで、一人的 ２７７円で１万 ５００円の２回分というこ 

とで、予防費に計上させていただいております。以上です。

○議長（中井 勝君） 予防費の事業委託料。足るだか、これで。何か足らんような気

がするけどな。足らんような気がするけど、いいの。よろしいですか。（「休憩」と呼

ぶ者あり）

暫時休憩します。

午前９時２８分休憩

午前９時２９分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

そのほか。よろしいですか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 人件費についてお尋ねをいたします。

この６月の補正予算というのは、４月１日の人事異動によって反映されるものが多い

わけですけれども、先月、６月１５日付で人事異動がありましたね。総務課自動車運転

手兼用務員から健康福祉課のほうが。この予算はどこに反映されてますか。よう見つけ

ないんですけれど。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） ６月１５日異動の分につきましては、今回の６月補正で計

上ができておりません。対応につきましては既設予算で対応させていただいて、しかる

べきときに補正をさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） １５番、小林俊之君。
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○議員（15番 小林 俊之君） 既設予算っていうのは当初予算の持っている範囲内とい

う意味ですね。その予算っていうのは、あらかじめ前もってという意味ですからね。こ

ういう人事異動する場合は、人が替わって予算はあるけれども差額というのではなくて、

新たに動いてるわけですから、前もってそれ用の予算をつくってするというのが本来の

行政の在り方ではないでしょうか。後ですると言えば何でもできますよ。だから、これ、

予算の組み方ということが根本的に違ってると思うんですけれども、いかがでしょう。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 予算の組み方につきましては、当然その行為が起こるまで

に予算を確保するというのが議員御指摘のとおり大原則であると思います。ただ、予算

の執行に際しては、予算の流用ということも認められている中で、既設の予算を活用し

てということも可能であると考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 総括質疑は後でありましたね。

○議長（中井 勝君） いや、一緒です。

○議員（11番 中村 茂君） えっ、今。

○議長（中井 勝君） はい。

○議員（11番 中村 茂君） 総括も何も。

○議長（中井 勝君） はい。

○議員（11番 中村 茂君） 総括も何も一緒で３回ですか。ああ、そうですか。整理

していかんといけまがんな。

まず、認定こども園費の委託料５００万円の件であります。非常に私は残念である。

これだけ時間をかけて、十分な時間をかけてきた。まず、最初、３月の段階で、現在地

以外に候補地ができて、あっ、これで何とかその資料から見て、早期というか、駆け足

でいけるなという、そんなような気を持ったとこですが、今回改めて５００万円の調査

をしたいということが出ました。一体全体、子供たちのことをどう考えてんのかなと。

僕は温泉地域にいますから、ゆめっこ認定こども園、幼保一元化で生まれた、今現在、

認定こども園なんですが、とっても僕は好きで、よかったなと思ってるほうですから、

ですから、早期にああいう環境を整える、それもゼロ歳児から含めていける。そんなこ

とを早くせんといけんと、そういうふうに思ってましたし、早期、そうあるべきと、そ

ういうふうに思ってるんですが、ここでまた足踏みをせんとあかんという。３月の委員

会資料は一体何だったんだろうと。要は、これは別に当局、町長部局を含めて、全体で

議論されて出てきたプラン、案と。それがまだ足らんけえ、再度調査したいと。十分な

ことをしてっていう気は分からんでもないんですが、いつ建てるんですか。この調査項

目を見れば、３月に出てた項目に、若干まちづくりとかそういう部分があります。そう

いう部分で、また５００万円かけて、もったいないなって。何であの段階で、２つから
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決めますって言ったじゃないですか。本当に僕は残念で仕方ないですね。

そういう中で、ちょっと注視してきた分があるから、いろんな情報を僕は僕なりに取

ってきました。これ２月の段階のことなんですが、浸水リスク地域新規住宅等建築制限、

法律改正案を閣議決定、２月２日であります。内容ですけど、国は浸水リスク、特に高

い地域で新たに住宅などを建てる際、都道府県が建築制限を行えるようにする法律の改

正案をまとめたと。国土交通省としては、大雨による浸水リスクが特に高い地域で、住

宅や病院、それに高齢者施設などを新たに建てる際、都道府県が一定の建築の制限を行

えるよう特定都市河川浸水被害対策法や建築基準法などの改正案を求めたということで、

これが２日に閣議決定された、２月２日であります。そういう中で、こういうふうな流

れで、現在地についても、そういう指定なりはされてないのかということ。その辺が情

報があったらと。とっても大事な問題ですからね、もう既に情報は入ってると思うんだ

けど、これに対する答弁があったら教えてほしい。

そうですね、まずはここまでにさせてもらいましょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 認定こども園は私たちも一日も早く建てたいという、これは全

町民が共通した願いであります。一方で、やはり十分な説明も要るというのも必要だと

考えております。まちづくりに、認定こども園の新築問題のみならず、やはり将来のま

ちづくりの基本構想の中に、認定こども園の場所、どこに行くかによって町の人の流れ、

いろんな状況が変わってきます。そういった論点で考える必要があると。ただ単に認定

こども園を早く建てればいいというのみならず、やはり全体像が私は必要だと思ってお

ります。

それから、今の認定こども園の場所、浸水想定地域ではありますが、実は建ててはい

けないという、そういう場所ではありません。いろんな、 ０００年に一度とか、想定

は出ておるんですけど、あくまでも前の田中副町長も言ってました。逃げるためのそう

いう想定、予想図、これを参考にしてほしいということも言っていました。そして、歴

史的な流れ、将来の長いスパンで見たまちづくりの視点、こういったものをぜひ視点と

して必要だということを理解していただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 質問に答えてください。いつ建てるのか。地域が指定されてい

るのか。町長、されてないっていうことでしたかね、場所は。では、いつ建てるのかと

いう質問。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の方々の御理解ができ次第、極力早く建てたい、そのよう

に考えております。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） この補正ですけど、何で今出てくるんだろう。３月に候

補地を出したときまでにせんなんこと違う。それ以降にも委員会、４月にありましたよ
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ね。全然急ぐ気がないん違います。ほとぼりが冷めたら。今の段階で見たら、あっ、選

挙終わったら、そんな形しか見えないですよ、町長。確かに全体、まちづくり、大事で

すよ。ただ、この候補地が駄目って言ってる一番の要因は、やっぱり浸水区域で、命な

り、そういう部分の影響を最大限に検討をせんだかと。ハザードマップが示され、何で

そんな危ないところにあえてせんなんだんやって。これが大規模改造とかだったら、そ

の現位置で力いっぱい対策取ったらいいんだけど、改築ですけん、全面的な。今しかこ

んな議論はできないですよね。だから、議会の多くの同僚議員も、そういう観点で、大

本は命。安全・安心。それを全体まちづくりの、ああ、ここあるほうが、いろんな効果

がいいな、それも検討は必要でしょう。がしかし、根本はやっぱり命、安心・安全じゃ

ないですか。そういう町をつくっていこうじゃないですか。なぜ町民安全課の中に、対

策室、何室でしたかね、そういうことを意識した室つくったんですから。あなたがして

いきたいことの裏とはいかんけど、子育てせんなん。力いっぱい力入れてる。でも、今

の状態っていうのは力入ってるんでしょうかね。非常に残念。

話が替わりますけど、認定こども園の評価項目の中の一番最後に、これも新しくつけ

たんでしょうかね、子育て支援センターの統合、認定こども園の統合を含む検討、これ

をコンサルにさせるんですか、これを。教育委員会は既に出とるじゃないですか、たし

か。当面は存続違ったかな、大庭で。違ったかいな。そういう議論は何回もされてます

よ、教育委員会は。違いますか。それをまた改めてコンサルに出して、我が町の教育の

根幹の部分をコンサルで評価させるんですか。おかしいなと僕は思うだ。その辺、教育

委員会、腹立たんの、あんたらは。僕は不思議でしょうがねえ。

これ、検討を８月からということでありました。どれぐらいの期間で調査が終わって、

着工して、おおよその期間はいつ頃をめどにしてるんでしょうかね。次回、あなた方が

出した資料、ちゃんと出てますよ。この時期には建てたいと。それがどうまた狂うんで

すか。半年なりまた１年延びるんですか、町長。その辺りをちょっと確認したいと思い

ます。

それと、今、２回目ですか。先行というか、同時に同じような地域、現在地近くに図

書館が建っております。図書館の、同じような条件のとこですからね。当然、浸水想定

なり、それに伴う対策なり、どういう想定の下で図書館は存在してるんでしょうか。ち

ょっと併せて聞いてみたいと思います。２回目、以上。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、議員のほうから御指摘いただいておりますように、本当

にみんなの願いはやはり子供の安心・安全、そして早期ということはみんなが願ってる

ことだというふうに理解をして、教育委員会事務局としても、私自身もそういった方向

を視野というか、根本に持ちながら、ど真ん中に置いていろいろ協議もさせていただい

てきておりますし、意見交換もずっとしてきております。その願いの中で、教育委員会

としての考え、こども園に対する考え、どのようなこども園の在り方がいいのかという
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ようなことで、教育委員会の中で意見を交流し、まとめたものも以前に示させていただ

いております。本当に皆さんに喜んでいただける、まず、子供たちが本当に日々安心し

て過ごせるこども園の早期建築ということについては、皆さんの思いは一緒だと思って

おります。そのことに対して協議をし、教育の立場としていろいろ協議をさせていただ

いておりますし、そこはぶれないものであると思っております。皆さんに御理解をいた

だけるように、何とか一歩を踏み出せる方向はないのかということで、いろいろ悩み、

考え、来てるわけですけれども、３月のときに提案させていただいた、いつに建つんだ

とかいうこの構想の中に、今現在、至ってないという現状にあります。その辺りのとこ

ろは教育長としての責任も感じておりますし、でも、何とか早く建てる方向に御理解を

いただけるような形ができないかということ、教育という視点で考えていることはお伝

えをしたいと思います。

ちょっと答えになってるか分かりませんけれども、時間がかかってるということにつ

いては、本当に責任も感じながら、でも、ど真ん中に据えていることはやはり子供たち

の安心・安全であり、皆さんに喜んでいただけるこども園を早期に建てたいという思い

は共通の思いでございます。

○議長（中井 勝君） いや、質問に答えてないよ、全然。統合についてって、ちょっ

とよう聞いといて、質問をね。統合についてってついてきたけど、それは教育委員会と

してはどう思ってるのと。もう既に済んでるんじゃないのっていう話よ。あと、スケジ

ュールについて。

はい。

○教育長（西村 松代君） すみません、教育委員会では、子育て支援センターも併設し

た中でこども園を建てたいということは結論として出しております。

それから、スケジュール等についてですけれども、当初、６月で方向性が見いだせた

ら、予定では令和５年１１月の開園というようなことでスケジュールが出されておった

んですけども、そして令和６年８月の開園ということを目指しておりましたけれども、

今現在、そこに至っておりませんので、その辺りのところ、今後、このことがお認めい

ただけたら、またスケジュール感も変わってきますし、そういったことで今答弁させて

いただきます。

それから、図書館のことについては、課長から答えさせていただきます。

○議長（中井 勝君） いや、図書館もだけど、認定こども園の統合についてっていっ

て。

○教育長（西村 松代君） 統合、すみません。

○議長（中井 勝君） どうぞ。

○教育長（西村 松代君） 認定こども園の統合につきましても、教育委員会のまとめた

意見の中では、両園とも存続の方向で考えていくということが結論を出させていただい

ております。ですが、今回のこと、教育委員会の中ではそういう結論をまとめさせてい
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ただいております。

○議長（中井 勝君） いやいや、何でコンサルに統合のことを、コンサルに出すのっ

ていって、そこは教育部局の話でしょっていう話。の質問でしたよ、たしか。

じゃあ、足らんところは、こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） まず、認定こども園の統合の関係ですけども、先ほ

ど教育長が御説明させていただきましたとおり、こども教育課、いわゆる教育委員会と

しましては、２園の存続ということで一定の方向づけはさせていただいとるとこでござ

います。ただし、令和元年度だったと思うんですけども、統合の方針について検討すべ

きという御意見もいただく中で、現在のところ、若干グレーになってる部分があろうか

と考えております。そういった意味をクリアにするという意味合いで、今回、検討業務

も入れさせていただいておるというのが実態でございます。

次に、委託の期間ですけども、大体調査業務に３か月、それに取りまとめるのに約１

か月いうことで、実質、全体で４か月程度かかるものと思っております。通常ですと、

この業務につきましては１年程度かけてやるものなんですけども、できる限り早く方針

を出したいという思いの中で、４か月をめどとしておるところでございます。その後の

建築に向かっての期間ということであったと思っておるんですけども、この委託を受け

まして、一定の方針が決まってから約２年半、いわゆる工事の完成までにはかかるもの

だろうと思っております。ですので、今現在の工程としますと、８月に発注をさせてい

ただきますと、１１月いっぱい程度かかるんではないかと。その後にまた議会のほうに

御意見等を伺って、最終候補地が決まり次第、その後に２年半程度まだ要するというス

ケジュール感を持っております。

それと、あと、図書館の浸水想定のお話があったと思うんですけども、現在のところ、

図書館の高さにつきましては、現在の浜坂認定こども園の高さと同じ高さで、⒊１メー

トルということで整備をしているようでございます。しかしながら、浸水想定をしまし

た対策ということにつきましては、現在のところ何もないという状態でございまして、

万が一浸水がありますと、逃げるしかないというのが現在であろうと考えております。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） こども園って、やはり地域の子供の将来に係る問題、まちづく

りの将来に係る問題だと思っております。やはり地域の皆さんが喜んで場所に賛同して

いただける、そういう場所を選びたいということが１点。それから、水につかるという、

水没するという、極端な表現されるんですけど、十分逃げれるわけですね。そういった

そそ、それから、県土木のほう、これは県にもお願いしてるんですけど、実は味原川の

水門をつける段取りで、今調査が進んでおります。県としても安全対策が取られつつあ

るということで、監視カメラ、水位を調べるカメラなどを設置して、現状の調査なども

行っていただいております。ぜひ、そういう安全対策、実は保育園の問題、こども園の

問題のみならず、郵便局もあります、スーパーもあります、それから先ほどの図書館も
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あります。やはり、まちづくり全体の問題として、よく考え、そういった場合、どこが

いいか。そういう視点でこの調査費を上げておりますので、そこをぜひ、何ていいます

か、まちづくり、それから将来に及ぶまちづくりの基本的な在り方、町の在り方、そう

いう視点で御判断をいただきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 一番最初に申しました法律の閣議決定の部分で、最終、

都道府県が浸水被害防止区域を定めます。そういう部分での答弁、情報は全くなかった

んですが、どうなんでしょうか。もう定めたもんでしょうか。

さっきの水門、できるんですか、簡単に。できれば言うことはないですけど。調査し

とるって言われたんですけど、どの辺りまで。実現性の高い調査なんでしょうか。改め

て聞いてみたい、僕は産建委員会だけど、そんな話はまだ聞いてないですけど。

本当に園の統合とか、そういうことをまだグレーっていう中で、先に人からのアドバ

イスを求めるということなんですか。それがあなた方の仕事のやり方なんでしょうかね。

非常に残念。グレーって、グレー以上に踏み込めなかった部分がある。それはなぜかっ

ていったらね、これがあるからですよ、これが、たしか。長期ビジョンの中では当然考

えていかんならんことだし、いついつ頃までにはって普通は言うもんだ。でも、これが

あるから、ずっとそのことはよう言わずに来てる。そうしとるうちに年がたって、両方

とも解消せんといけん時期だ。またそこで財政負担要りますよね、当面の間使うための

ことも要るし。何かみんなこの決定が遅くなることによって、全てと言ったら失礼です

けど、多くが止まってるんです。非常に残念でしかしようがない、本当に。早期にせっ

ていったってね、今言ったように、発注しても４か月、５か月、ちょうど選挙が終わる

時期、時期って１２月の予算段階。それを狙って進めてるのかな、失礼な言い方すれば

ね。そんなふうに感じるんだけど。いや、もっと本当に真正面からいかんなんと僕は思

うんだけど。３回目、以上です。答弁があったらください。

○議長（中井 勝君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） まず、前段の令和３年２月の法案の閣議決定のこと

でございます。正直申し上げまして、現在のところ把握をできておりません。現在、正

式な通知も確認できておりませんので、また確認でき次第、お伝えさせてもらいたいと

思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先ほど課長、グレーとかという表現されたんですけど、まだ着

任して時間もあんまりたってないんです。グレーというふうな表現は適切ではないと思

っております。この前の論議の中では、大庭認定こども園も浜坂認定こども園も、それ

ぞれが継続する、残すという方向性は打ち出してありますので、グレーという表現、こ

れについては取消しを、課長、個人的な意見ではないかと思っております。存続は２つ

とも存続する、そういう方向で結論が出ております。
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○議長（中井 勝君） 教育長、アドバイスを聞いてからっていう、統合に向けてって

いう質問あったんですけど、いいですか、答弁は。町長は２園存続っていって言ったん

ですけど、比較項目には含めた将来性っていってうたってるんですけど、提案してるこ

とと答弁とがちょっとそごがあるんで、できたら統一してほしいですけどね。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） この項目は限定して、これを全部調べていただくというわけで

はないと思っております。再度選んで委託項目をお願いするということになると思いま

す。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前９時５８分休憩

午前９時５９分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

質疑をお願いします。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 教育委員会で民生費、９ページ、３目の隣保館費で、人

事異動による補正なんですが、そもそもこの人事異動の目的なり狙いっていうのは何だ

ったんでしょうか。

それから、先ほどの低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金ですけれども、

そもそも国のこの給付の基準、これを示してもらいたいと思うんですけど。国が１９１

人の概算で算定した人数分を指定してきているということなんですが、課長が答えられ

たのでは、その半分以下の９０人程度ということで、やっぱりそもそもこの給付の趣旨

を理解をして、あまり狭く捉えるのではなくて、できるだけ大勢の人に活用いただける

ようにすることこそが大事なんではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

それから、こども園の委託料ですが、私も大きな疑問があります。ここに比較評価項

目、委員会資料で示されているね、この内容というのは、そもそも当局としてこども園

の整備について、最終的に２候補地に絞ったと。その根拠としてこういう項目が説明で

きなければ、２候補地に絞った理由っていうのは何だったのかと。そもそもこの中身っ

ていうのは、検討委員会で再三再四議論してきた中身ではなかったのか。何をじゃあ、

逆に言うと、検討委員会は検討したのかということになってしまう。自己矛盾に陥る、

自己撞着のような提案ではないのかと。

振り返ってみますと、このこども園の整備というのは、⒊２メートルの津波被害を想

定して移転改築ということを決定したんですね。当時、浜田直子委員長だったわけです。

それから考えて、やっと遅れ遅れでハザードマップが配布されたんですが、この地域と

いうのは最大深が５メーターから１０メーター浸水すると。このハザードマップでは５

メーター以上となぜか表記が変えられていますけれども。そういう地域なんだという、
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そのことを前提に、きちんとこのハザードマップの内容を説明した上で、住民の皆さん

の意見を聞いたというふうに答えていただけるなら納得もできますけども、配っただけ

で説明もしない。なかなか読み取ることが難しいマップになってますよね。そもそもこ

のハザードマップの作成の、配布の目的というのは何なのかということも明確に説明し

ていただいて、町長は先ほど逃げるためのものだとおっしゃった。間違いではないです

よ。しかし、それだけではないと。まちづくりを検討するための資料にも使いましょう

ということも国土交通省は言ってるんですね。中村議員が指摘されたように、本当にま

ちづくりそのものを再検討する、その土台となる資料だということも国交省は示してる

んです。それなのに、さも地元の人たちが安全だと言ってると。何の根拠でここは安全

だと言えるのかと。逃げればいいんだと。それで新たな公共施設建設の基準にしていい

のかと。何ら説明されてないんですね、根本的な問題を。しかも、議会が何度もこの提

案に対しては、関連する提案に対しては否決もしている。議会の議決をどういうふうに

受け止めているのかと。それに対して、これが新たな提案と言えるのかということも、

全く整理されていないんじゃないか。町長の思いつきを何か毎回聞かされると。議会の

議決というのは一体どういうことだというふうに認識されているのか、その点も説明い

ただきたい。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 県や国の想定に基づいてまちづくりをするという、それは一つ

の工法としては正しいと思っております。実は、過去のやはり歴史も大事だと思ってお

ります。そして、地域の思いも大事だと思っております。例えば ０００年に一度、１

０メーター、これは浜坂中、ここは辛うじて残るんですけど、駅も１メーター以上水没

します。そういう、町が全部水没するんですね。だから、認定こども園だけの問題では

ないんです。そこをよく考えていただきたい。 ０００年に一度のことに対して議論す

るのか。私はもっと大事なのは、 ０００年の９９９のほうが大事だと思うんです。自

然に親しむ、自然の環境を生かす。議員の論議だったら、浜坂中学校の上とか、極端な

話ですけど、そういう話になりますよ。私はそういうまちづくりでは駄目だと思うんで

す。 ０００の９９９を、やはり自然を生かす、す辺を生かす、川と親しむ、そういっ

た視点で、今のところが絶対水没するというんだったら議員の御意見は正しいかも分か

りません。しかし、逃げれるんです。ぜひ、そういう視点で町の将来を考えていただき

たいと。

何よりも地域の方々、今のところでいいよって言ってる方が多いんです。議員も地域

の方々と御意見を聞いていると思うんですけど、国が出すハザードマップ、そういうデ

ータだけでまちづくりをするのも一つかも分かりません。だけど、私はあくまでも参考

の一つになるとは思いますけど、それが丸ごと全てではないと。

極端に、命が大事だと言われます。それは共通の意見です。命を守るためには、どう

逃げるか。誰もあそこで命を失うのをじっと待っとる人は一人もいません。それをさも
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命が大事だと言えば、議論ができなくなってしまいます。もっとやっぱりいろんな観点

でまちづくりを考える必要があるということです。ぜひ、そういう視点で、周囲には以

命亭があり、本当に図書館もあり、これまであそこを文化ゾーンとして育ててきた、そ

ういうそそもあります。ぜひ、そこは十分に考えていただいて、町の将来を方向づけて

いくべきだ、そのように考えております。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 子育て世帯の特別給付金の関係であります。この給付

金につきましては、コロナの関係で低所得の子育て世帯に対して生活の支援を行うとい

う観点の中で行うものでありまして、一つには、令和３年の４月分の児童手当または特

別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和３年度の住民税の均等割が非課税

である者という方については申請が不要であります。申請が要る方につきましては、令

和３年分の住民税の均等割が非課税である者、また、感染症の影響を受けて家計が急変

して、３年分の住民税の均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者と

いうことで、家計急変者ということで申立書を出していただくことによって申請を受け

付けるとしております。以上です。

○議長（中井 勝君） 隣保館。

谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 隣保館の人件費につきましては、人的な人員の数は変

更はございません。職員の職場研修を含めた、人材育成も含めた異動の結果だと考えて

おります。

○議長（中井 勝君） あと、返ってませんけど、ハザードマップ配布の意味。

小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） ハザードマップにつきましては、先ほど町長が申しま

したように、基本的には災害がの備え、そして避難の参考にしていただきたいというこ

とで配布をしております。昨年、繰越予算ということで、予算を繰り越しさせていただ

いて、さらに配布の時期が遅れたということで、大変御迷惑をかけたところでございま

す。浸水想定等につきましては、５月に発表されたということで、ハザードマップの発

行を待つことなく、それぞれの町内にお知らせをさせていただいたということでござい

ますし、このたび、避難勧告等が分かりづらいということで変更もございました。新し

く配らせていただいたハザードマップには、そういった部分も新しい基準で記載させて

いただいたり、さらに区長を通じて、避難勧告がなくなって、避難指示等の発令の基準

が変わりましたということでお知らせをさせていただいたところでございます。参考に

はいただきたいんですけども、防災訓練あるいは出前講座等がコロナ禍でなかなか開催

しにくいということで、十分な説明の機会がないということもございますが、できる形

で区長にお願いして、回覧等をさせていただいとるということでございます。

○議長（中井 勝君） あと、比較検討した部分の見解。安全の根拠。議会の議決の意
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味。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議会の議決の意味、議会の議決は重いと思っておりますが、１

回目は、小林議員が提案して、現在地はどうかというときに、教育委員会の方針が定ま

ってないよと、そういう提案でした。２回目は、もちろんこの現在地の提案されたわけ

ですけど、大庭認定こども園と、そして現在の浜坂認定こども園の統合というのも論議

の半分を占めておりました。そういった視点で否決されたということで、現在地が完璧

に否定されたという、そういう視点ではなかったと考えております。

○議長（中井 勝君） 前回の議会で取り下げた部分がありましたよね。そういう部分

もありますよね。

はい。

○町長（西村 銀三君） 取下げについては、議会の議決が無理だと考えた。やはりそれ

には十分な説明が要ると。それには今回提案させていただいた視点、それから、３月で

２か所を提案したわけですけど、そういったものの考え方をきっちりと構築する必要が

ある、そういう思いであります。

○議長（中井 勝君） 比較検討した資料の見解は。

中島こども教育課長、あと、安全の根拠。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 確かに３月の委員会で比較検討の上では、やはり洪

水の部分で５０分の１、５０年に一度ないしは ０００年に一度という比較の上で、当

然、浸水するという判断の下で、現在地周辺については適地でないという想定で、役場

周辺という思いで協議がなされたものと考えております。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 先ほど議論があった、特定都市河川浸水災害対策法等の

一部を改正する法律案が２月に閣議決定をされて、さきの通常国会で可決成立をしてい

ます。その中に建築規制を含むということが書かれています。教育委員会は、そういう

場所を提案しようとしているとしたら、新聞報道等もマスコミ報道もされているわけで

すから、やっぱり情報収集をして、我々以上に情報を集めて、議会にも報告をしていた

だくという責任があるのではないかと思いますよ。先ほど全くお答えいただけなかった

んだけどね、その２か所に絞ったという根拠をあなた方が示せなければ、２か所に絞り

ましたという用をなさないということを申し上げてるんです。だったら、コンサルなど

かける必要性もないじゃないかと。何でこんなもったいないお金の使い方をするのとい

うことです。しかも、本当に年々子供の出生数が減って、６０人前後にまで落ちてきて

いると。そうなると、統廃合というよりも、どういう配置が一番適正なのかということ

は、何よりもいち早く教育委員会として検討しなければならない課題なんじゃないです

か。コンサルに出すような課題ですか。その方法として、一つに統廃合ということもあ

るかもしれないけれど、まずは、そこまで出生数が減っていく中において、こども園と
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いうのはどういう配置が適切なのかということを先を見通して検討するというのは義務

だと思いますよ。その上でどうしようかということになって、コンサルに出すというな

らまだしも、現時点で何でこういうことが、コンサルにいきなり出してしまうのか。あ

なた方が縛られますよ、こんなことをすると。教育委員会が縛られてしまいますよ、そ

の報告によって。本当にこの４年間、何をしてきたのかということを振り返ってもらい

たい。

私は３つのことを提案したんですよ、町長替わったときにね。財政問題。そもそもこ

ども園というのは、浜坂認定こども園というのは、もう改築が急がれる客観的条件があ

ったんだということ。そして災害の想定という３つのことを指摘をして、速やかに進め

るべきと。その財政問題を見通すときに、我が町の公共施設が類似団体と比較して⒈４

倍もの公共施設を持っている。急がれる公共施設を移転改築をするとなったら、公共用

地に建てるということが一番早期に可能性としては考えられるということも。財政的な

見通しを考えれば、新たな用地を取得するというようなことが本当に許されるのかと。

むしろ人口がどんどん減っていって、どういうまちづくり、将来構想を持つのか、財政

の見通しを持つのかということは絶対条件だ、そういうことも含めて議論をしたつもり

です。本当に４年間が、私はこのような議論で進めようとしているとしたら、もったい

ない４年間だったなというふうに思わざるを得ないんですよ。だから、本当にしっかり

考えてもらいたい。教育委員会としての主体性を示していただきたいということを再度

お尋ねをしたい。

それから、隣保館の人事異動、どうして課長補佐が２人も要るのかなと思うんです。

人数はそれは必要なのかもしれませんけどね。何か新しいことをするというような、新

たな事業を展開するというような意図があって課長補佐を２人にしたのかなと思うんで

すが、そこんところはどうですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 財政です。新たな土地を求めるとしても、半分で済みますし、

現在地であれば、現在地の土地が生かせるということがあります。そこを、仮に役場の

横であれば、宅地ですから、非常に高額な資金が要ります。そういったことは当然考え

て提案をさせていただいておると、そういったところも含めて今回の調査費用をお願い

しているということであります。ただ単にこども園、こども教育課は子供のことを考え

る、これは当然です。やはり私のスタンスとしては町全体の将来構想も必要だ、そのよ

うに考えておりますので、そこはただ単に狭い視野のみならず、広範囲に考えていく必

要があるということは、ぜひ考えていただきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 隣保館の人事異動の件でございますが、役場全体の職員の年

齢構成を年代別に階層別に見ますと、一定、均等に配置されてるわけではなくて、凸凹

がございます。そういった中で、主事、主査というのがやはり少なくなってきている状

－２０－



況がございます。そういった中で、そういった制約の中での人事ということで、近年、

そういった課長補佐が多いということもございますが、令和２年度につきましても同じ

く課長補佐２名ということの配置で、令和３年度もそういった構成になったということ

でございます。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 教育委員会としての主体性というようなことで、議員のほう

から御指摘がありました。３月の委員会で２候補地に絞った形で、教育委員会として、

やはり、先ほど申しましたけども、ぶれないものを持って、本当にどうすれば早期の建

築に向かえるのかということで候補地を提案をさせていただきました。教育委員会とし

て、庁舎の課長会等も含めていろいろ協議をし、町長とも協議をさせていただいており

ます。いろいろ、どこの場所も１００％のところはないわけなんですけれども、その中

でもやはり子供たちに夢を与えられる園舎が建てられるとこというようなことで、この

３月の委員会で提案させていただいたという、教育委員会としての思いはそこにあると

思っておりますが、町長といろいろ協議をさせていただく中で、本当にどうしていった

らいいのかというようなことで、今回のこういった提案になっております。

○議長（中井 勝君） 建築規制確認は必要だよと、してますか、してませんって言い

よったけど、何でせんの。いや、提案するまでによ。調べましょうか。

中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 申し訳ありません、認識不足で認識しておりません

でしたので、今後調査をさせていただいて、また検討させていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） ちょっとお待ちください。

大分長くなったんで、１回ありますけど、休憩してもいいですか。

暫時休憩します。４０分まで。

午前１０時２５分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、会議を再開します。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 町長、揚げ足を取るようで申し訳ないんですけど、水没

っておっしゃるんだけど、浸水と水没は全く違うんですよね。浸水は一時的なもので、

逃げられる、水没っていうのは水の中に没してしまう、つまり、つかったままと。全く

意味が違います。町長、水没、水没って、さっき、繰り返しおっしゃってましたから。

○町長（西村 銀三君） あなた方が言っとったから。

○議員（14番 谷口 功君） なぜこの問題がこんなに大事かっていうと、国土交通省

が、全国各地で水害が激甚化している、多発していると。だから、気候変動の影響で降

雨量や洪水発生頻度が全国で増加するというふうに見込まれるからハザードマップも見
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直しましょう、これまで５０年に一度とか１００年に一度ということを想定していたけ

れど、 ０００年に一度、しかもこれは、１００年に一度、５０年に一度起こるという

意味ではなくて、５０分の１、１００分の１、１０００分の１という確率の示す数字な

んですね、基準なんですね。だから、例えば岡山県あたりは、本当にもうここ数年間、

毎年のように大洪水に襲われている、あるいは九州北部地域、信州周辺。気象庁は、こ

の１地域に限定的に集中豪雨が降るというのを、今日では線状降水帯が発生して集中的

に地域限定で大雨が降るんだということを言っています。しかし、それはどこで発生す

るのか、今の科学技術では予測も把握も難しい。ほぼほぼ見当はつけることができるが、

この地域で線状降水帯が発生しますよということは、発生してからというか、もうそう

いう状況が起こってからでないとなかなか予測が難しい。こういうことを指定した上で、

ハザードマップの見直し、そして、それを住民の皆さんによく周知をして学習をしてい

ただいて、いざというときに役立てていただくという、町長、逃げるために作るんだと

いうふうにおっしゃるけど、作っただけではその用をなさないわけですから、住民に周

知徹底して、どう読み取るのか、読み取った後、どうそれを生かすのかという視点も極

めて大事です。そういうことをやった上で住民の皆さんに御意見を聞いていただくなら

まだしも、そういうことを徹底されていない段階で住民が安全だと言っているというの

は、行政としては責任を果たしたことになっていないんじゃないか、そのことを前提に

してもらいたいと。

そして、同じように国土交通省が管理をしている上下水道、下水道の施設で、温泉中

央処理施設、それから浜坂の処理施設については、昨年の補正で繰越予算となって今年

度に繰り越しされていますけれども、耐水化計画、つまり浸水に対してどういう対応処

理をするかと、処置をするかということまで考えられているわけですね。そうすると、

逃げるだけではなくて、新たな公共施設を建設する以上、わざわざそんな１０メーター

も浸水するような土地に設置をする必要はないのではないか、事前に安全なところが、

建築規制まで考えられているような、そういう危険性の高い場所に設置するのではなく

て、できるだけそういう条件が回避できる新たな土地が設置を考えるというのはごく自

然な考え方だよと。それこそが行政の指導責任ではないですか。そういう視点で検討し

たなら、本当に現在地が候補地として確定できるのか、教育委員会は。主体性持って判

断をしてもらいたいと思うんです。いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ハザードマップ、国から出る、いろんな災害に備える、いろん

な情報が出ております。当然、それは生かしていく必要があると考えております。

それと、まちづくりのこども園の在り方、これは議員が言われる、そこだけに集中し

て考えていい問題ではないと。周辺には既にいろんなスーパーもあり、いろんな施設が

あるわけですね。１０メーターっていったら浜坂町内が埋まるという、そういうことも

あります。１つだけ、こども園だけ移動したらいい、しかも、そこだけ安全なところに
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行ったらいいという、そういう視点でまちづくりをするというのは、仮にこの横に来た

ら、将来、どうですか、町内の密集、駐車場もない、いろんなことも想定できます。騒

音問題。ぜひ、やはりもっと視野を広げて、水につかる、水につかる、そういう視点の

みを強調されてまちづくりをするということは、私は偏り過ぎていると思っております。

ぜひ周囲の合意形成、それから、これまでの流れ、そして、何よりも、１０００分の１

とか５００分の１とか５０分の１とか、そういう資料は参考にはなる。参考にして、や

はりトレーニング、非常時に備える訓練をする、そういうことは当然必要だと思ってお

ります。ただ、そのために今の場所を変えるということ、そして、変えた後どうなるか

ということ、そして、地域の商店街の皆の経営に対する影響、いろんなことを考えてや

る必要があると。こども園だけの問題ではないということを、子供の命だけの問題では

ないと、周囲の生活もかかっていると、ぜひそういう大きな視点でまちづくりを考えて

いただきたい。そういうことがやはり大事だと思っております。

ある方は、あそこにあるスーパーなんか潰れてもいいんだっていうふうなことを言っ

ているといううわさも聞きましたけど、そんなことはあってはならないことであって、

やはりそこには、子供の命も大事です。スーパーに勤めている方々の生活もかかってい

るわけです。ぜひ、やはりそういう大きな視点で考えていただければありがたいと思い

ます。（「議長、休憩」と呼ぶ者あり）

○議長（中井 勝君） ちょっと待って。教育委員会の見解がまだ。

はい。

○教育長（西村 松代君） 教育委員会として、いろいろ議論を今までしてきました。ど

のような進め方していけば合意形成につながるのかというようなことで、ずっといろん

な角度から考え、検討してまいりました。３月の委員会で提案させていただいたことに

ついても、安全・安心な面、それから両方の利点、各場所の利点や課題等も上げた中で、

庁舎内での会議を経て提案させていただいております。どちらもやはり本当に１００％

のところはないわけなので、そういったことも的に置きながら提案させていただいてる

というところが現状です。本当にいろんな委員会や議会、それから町民の皆様の意見や

思いや、そういったこともある中で、担当課として、教育委員会として合意形成に向か

うためにどういう方向性を見いだせばいいかということで考えて、３月の委員会で提案

させていただいております。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時５０分休憩

午前１０時５３分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 休憩してほしいですけど。
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○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１０時５３分休憩

午前１０時５４分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

そのほか、質疑はありませんか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 今の件です。３款２項３目１２節、５００万円。この数

字は、金額は、どのような積算で出てきた５００万円ですか。２か所均等に２５０万円

ずつなのか、その辺をちょっとお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） この額につきましては、令和２年９月の補正予算の

積算をベースに算定をさせてもらったものでございます。

○議長（中井 勝君） その令和２年の積算。

中島こども教育課長。

○こども教育課長（中島 昌彦君） 直接の人件費、それから直接経費ということでそれ

ぞれ項目があるわけですけども、計画の準備であったり現況の調査、それから将来の予

測、それから現地調査等々の経費で１８８万 ３５０円で、そのほか、直接経費が１９

８万 ０００円ほどございます。その８もろもろ８経費を積算をいたしまして５００万

円の積算としております。

○議長（中井 勝君） １番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 先ほどのいろいろな議員の答弁を町長、聞いております。

このエリアなら大丈夫だということを申されてます。ただ、町長の中に現在地付近のほ

うがいいというような気持ちが相当強いように受けております。

そういった中で、やはり公金を使うということだから、コンプライアンスがあったり、

いろんなデータを積算した上で予算づけをして、基礎段階を踏まえて構築していく、開

園を迎えるというのが手順であろうと思います。そこをやはりよく考えていただいて、

先ほどの議員の質問にもありましたけども、町並み形成も考えるということで、今まで

あそこに、約５０年前、園があったわけではないんですよね。あそこに行って、あそこ

でまた町並み形成ができ、例えばここでなくても、この横の付近でなくても、どこかに

行けば、そこで町並みというのができていくのが時代であり、歴史であり、それがいろ

んなことで積み重なって、安全な場所が住民共々ちょっとずつでも移動していくという

のが世の常じゃないかなというふうに私は思います。これが公金でなければ、責任も民

間の方が１００％受けるわけですから。これ以上は言いませんけども、その辺を十分踏

まえてもらって前に進んでいっていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） まちづくりって、やはりこれまで継続ということをよう言っと

るんですけど、継続性なんですね。しょっちゅう途切れてしまうというふうな、そんな

まちづくりではいい町はできないと思うんです。やはり継続的に町をどう発展させるか、

こういう論議は必要だと。議会の議員の方々は替わります。でも、一旦そこに住むと、

なかなかその地域の方は移動、移住はできません。だから、議会が替わるたんびにまち

づくりの方向が変わるということはあってはならん。それはもちろん町長は替わるから、

ころころ、今度はこっちだ、あっ、次はこっちだ、こういったことはあってはならんわ

けですね。やはり一貫性が要ると、そういうまちづくりが基本であるべきだと考えてお

ります。ですから、私は歴史というか、そういう流れを大切にしたいという思いで取り

組んでおります。

○議長（中井 勝君） １番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 今のお言葉をそのままお返ししたいと思います。しょっ

ちゅうころころ変わるというのは、町長も発言に対してそういうことが多々ございます。

以上です。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基本は変わってないです。

○議長（中井 勝君） そのほか。ありませんね。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） それでは、これで質疑を終わります。（「議長」と呼ぶ者あ

り）

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 本案に対する修正動議を提出します。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時００分休憩

午前１１時０２分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

本案に対して、小林俊之君外３名からお手元に配付しました修正の動議が提出されて

います。したがって、これを本案と併せて議題とし、提出者の説明を求めます。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 議案第６４号、令和３年度新温泉町一般会計補正予算

（第３号）に対する修正動議です。上記の動議を地方自治法第１１５条の３及び新温泉

町議会会議規則第１７条第２項の規定により、別紙の修正案を添えて提出をいたします。

令和３年６月２２日提出。新温泉町議会議長、中井勝様。提出者は私、新温泉町議会議

員、小林俊之、発議者、新温泉町議会議員、平澤剛太さん、同じく、新温泉町議会議員、

太田昭宏さん、同じく、新温泉町議会議員、岩本修作さん。
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内容は次のページを見てください。表の少し上に第１条中、１内 １０１万 ０００ 

円を１内６０１万 ０００円に、１１２内 ４０１万 ０００円を１１２内 ９０１万   

０００円に改めるものです。

一番最後のページを見てください。内容ですが、事項別明細の一番下の３、歳出のと

ころを見てください。一番右側に浜坂認定こども園候補地環境調査委託業務、この５０

０万円を削除いたします。その上の歳入ですが、財政調整基金の中からこの５００万円

ををいて、 ２５３万円とします。内容は以上のとおりです。

この浜坂認定こども園の候補地については、現在地周辺は過去２回、議会で土地鑑定

料を削減しています。また、昨年、令和２年９月には候補地選定委託費を民生教育委員

会では承認をせず、当局が予算を撤回しています。現在地周辺は災害Ａ級地域で、こど

も園にはふさわしくないという理由です。今年の３月に新しく町役場東側と現在地周辺

の２か所に絞り、比較検討した結果を示されました。それには役場東側の優位性が明ら

かにされていました。これでやっとこども園の改築に向かえると思ったものです。そし

て、今回提出されたものは、再びの現在地を含む調査委託費です。これは今まで３年に

わたる議会の意思を無視したものです。町長の強い意向により現在地を残しているとの

説明でしたが、理解できません。浜坂認定こども園についての最重要は、安全な保育環

境の確保です。現在地以外の安全な場所での改築に早急に進むことをそみ、コンサルが

の委託費の減額修正案を提出いたします。以上です。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから修正案に対する質疑を行います。提出者に対する質疑がありましたら、お願

いをいたします。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ちょっと様式の、このかがみの発議者、発議者、発議者、

発議者と、これは何も問題ないわけですか。賛成者ということで解釈をするということ

ですか、下の３人の方は。そういうことですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ちょっと、そうしたら、質問させていただきますけども、調査費をこれで修正、いわ

ゆる削減されるということでありますけども、修正動議を出されてる発議者の方にお尋

ねいたしますけども、ならば、一体どこが安全だと、適当な場所なのか、そう思って、

こういう提案をなさるんですか。この横が本当に、あなたはさっき、やっとこれで議論

ができるなっていう話をされたんですけども、これだけ狭いところに、それも通園、通

学、もういろんな、それから、役場の職員も車で来る。これは別なところに置いてもら

ってもいい、そういうことになってますけども、いろんなことが、実際にこれから問題

が起きてくる可能性が私は強いと思ってます。やっぱりそういったとこの対案としてき

ちっとしたもんを議員の一人として提案をする中で、こういったことは認められません

よというお話だったらいいんですけども、あれが、ここの横の土地が適当な場所だとお

たくは考えておられるんですか。それでこれをいわゆる削除されると、そういうことで
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しょうか。その点、聞かせてください。

○議長（中井 勝君） 小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 現在地周辺については、水害の最も危険地域であると、

子供の保育環境にはふさわしくないという一貫した主張で今日まで来ています。対案の

場所を出せと言われましたけれども、対案の場所は議会が決めるものではありません。

対案の場所は行政が出すものです。そこのところを間違えないようにしてください。現

在地周辺はふさわしくないと言ってるわけですから、この前、３月でしたか、教育委員

会のほうから現在地周辺とここの役場東側との両方の候補地が出されました、比較検討

して。つまり、教育委員会としてはどちらかに絞ると、絞りたいという意図が明らかに

されています。委員会の流れから見て、現在地周辺はふさわしくないということであり

ますから、当然、残ったのはこの役場東側ということになろうかと思います。私はそう

いう意味で議論なり改築が前に進むというように発言をしたということであります。以

上です。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ３月の委員会にも提出されました、この隣がですね。あ

れは教育委員会の事務局というか、そこが出したんじゃないんですか。教育委員会です

か、あれ。教育委員会で議論をなさって、これを出しますよというお話になったんでし

ょうか。それがどこなのか、分かれば答えていただきたい。

それから、私は現在地をなぜ推すかというと、いろんな危険というのがあると思うん

ですけども、それでも夜になると、実際のとこ言って、地域こそ人手があり、やっぱり

子供たちの安全、それから職員の安全とか、そういうことを考えれば、最もふさわしい

場所だなと私は思ってます。１００％の場所はないですけえね、実際のとこ言って。そ

ういったところから、人による安全なりそれなり、子供たちを見守る、そういう仕組み

がやっぱり必要ではないかと思っております。当局が提案をするものだというお話も理

解できます。しかしながら、実際のとこ言って、これほど長い期間やってこられて、議

論を、やっぱり議員のほうからここにしたらどうかとか、そういうことが提案があって

当たり前だと思うんですけども。その点は再度、答えてもらえませんか。

○議長（中井 勝君） 発議に対しての質疑の答弁だけで結構です。

○議員（15番 小林 俊之君） ３月のあの提案のことについて、あれは事務局が出した、

教育委員会が出したというような発言をされましたけれども、事務局であろうが何だろ

うが、この議場に出てくれば、教育委員会が出し、町長とのコンセンサスが済んで了解

をされて出たものだというように理解をしています。それが正しいことではないでしょ

うか。

そのほかのことにつきましては、何か答弁しにくい部分がございますので、御遠慮し

ます。

○議長（中井 勝君） そのほか。よろしいですか。
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〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑はないようです。質疑を終結いたします。小林議員、御苦

労さまでした。

○議員（15番 小林 俊之君） 以上の提案説明です。賢明な議員８兄の御賛同をよろし

くお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時１３分休憩

午前１１時１４分再開

○議長（中井 勝君） では、再開いたします。

これから討論に入ります。

まず、原案に対する賛成者の発言を許可します。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） 討論をさせていただきます。先ほども名前が出ましたが、

私は第１期の検討委員会の委員長を務めさせていただきました。当時は県の津波の基準

が⒊４メートル、この町内は⒊４メートルということで、現在地の⒊１メートルが除か

れるということで、その中で検討させていただきました。六、七年前です。当時の浜坂

認定こども園整備検討委員会で、当時の町職員含め、メンバーと共に、重責を感じなが

ら、当時の町中の中で適地を探しました。そして、私たちは３か所を提案させていただ

きましたが、その後、町のほうですこやか広場ということになり、このような現状に至

っております。そして、２期の浜坂認定こども園検討委員会の方たちも、本当に一生懸

命探してくださった場所が現在地となっております。このたび計上されている業務委託

料、浜坂認定こども園候補地環境調査業務をコンサルに委託することですが、浜坂認定

こども園の整備をこれ以上遅らすことなく、少しでも早く整備に取りかかるためには必

要不可欠です。新温泉町の未来を担う子供たちのため、お母さん、お父さん、御家族、

地域の人々が新温泉町で心地よく過ごせるよう、安心・安全も当然踏まえた上で、皆さ

んの願いがかなうよう、私たち議員が一丸となって協議し議論していけますよう、こど

も園整備に向かって前進できる貴重な機会、貴重なチャンスではないでしょうか。子供

たちのために前進できますよう、御協力をお願いいたします。

現在、行政からの提案は２か所ではありますが、どちらにも当然様々な見方がありま

す。そうした場合の公平な議論を進める上での資料として、今回のコンサル調査は必要

最低限のものとなるのではないでしょうか。そのような正式な資料も貧しい現状のまま

の議論では、何年もかけて検討してくださった浜坂認定こども園整備検討委員会の答申

を受け入れていない現状に対して、町民の皆様がの説明もできていないように感じます。

整備検討委員会の答申は現在地です。浜坂認定こども園の保護者、お母さん、お父さん

のアンケートも、８０％以上が現在地周辺です。そして、新温泉町各地から集まった
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０００を超す現在地を希そする要そ書が議長宛てに出されています。

また、現在のこども園が造られた約５０年前当時も園を選ぶのに大変苦労されたとお

聞きしております。当時、選びに選んで、現在地が適地であるということで選ばれた場

所でもあります。そのような歴史を踏まえた上で、この町民の気持ちに現在地周辺、現

在地エリアの希そが多数あることは明らかであり、今もその声は多く届きます。この結

果は揺るぎない事実です。そのような多数の方たちが示せる資料としても、現在地周辺、

現在地エリアと役場横の候補地とを公平な観点で調べていただくことが大切なことでは

ないでしょうか。

また、数年前に現在地の周辺が水につかりましたが、そのときは味原川のせっかくで

きていた放水路の水門を閉める係の方が当時は決まっていなかったということがあった

ようです。その経験を踏まえ、今ではちゃんとそういったような対策も取られ、かえっ

て安全な場所になっています。

何より、今回のコンサル料は、このように現在地について議論するのではなく、これ

から議論する上での公平で平等なデータを明示し活用していただくためのコンサル料で

す。このデータにより前向きな議場の場での議論を始めることができ、一歩前進するよ

うになるのではないでしょうか。また、新温泉町としても町民に向けての正しい説明、

提案のための貴重なデータとなります。今まで何度も議会で調査費等について修正案が

出され、こども園の整備が進んでいないという現状があります。今回もこの修正案が通

れば、また進まなくなるのではないかと、町民の不安も増えるばかりです。町民の思い、

気持ち、願いを大切にした議会となるよう、町民のためにとって話し合える機会が強く

そまれています。未来を担う子供たち、お母さん、お父さん、御家族、地域の人々、移

住定住のためにも、この町のこれからの暮らし、この町の将来を考え、子育てゾーン、

文化ゾーンとしての現在地を一歩前進するきっかけとなるよう、ぜひともこのコンサル

会社に正式に依頼できるよう、明るい新温泉町となりますよう、御協力をお願い申し上

げます。

○議長（中井 勝君） 次に、原案に対する反対者の発言を許可します。ありませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（中井 勝君） 次に、修正案に対する賛成者の発言を許可します。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 議案第６４号、令和３年度新温泉町一般会計補正予算

（第３号）に関する修正案について、賛成の立場で討論いたします。この補正予算の３

款２項３目認定こども園費における１２節委託料の増額は、浜坂認定こども園の候補地

環境調査業務を増額するものであります。私は、この業務について、役場東側と現在地

周辺の２か所を候補地として比較検討する内容であり、現在地周辺を含んでいるため認

められないと判断するものであります。その理由は、私は、今の議員という立場になっ

て、当初から現在地の浸水害での防災上のリスクを申し上げてまいりました。ここ数年
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でも台風の被害により周辺道路が冠水しました。また、以前の古いハザードマップにお

いても１メーターから２メーターの浸水想定がされており、この点は第２期整備検討委

員会でも強く懸念されています。そして、近年頻発する豪雨災害を念的に、昨年５月に

兵庫県が発表した想定最大規模降雨量でのハザードマップにおいては、園舎周辺で５メ

ーター以上、かさ上げしている現在の敷地においても３メーターから５メーターの浸水

被害が想定されています。

町長は、委員会での質疑で、１０００分の１想定のハザードマップについて、浜坂駅

も含む町中が浸水する、どこでも避難はしなければならないと答弁されています。この

内容は、ハザードマップというものを御理解いただけていないことがよく分かる発言で

す。２４時間雨量５１８ミリという雨が降れば、町中が地図のとおり浸水するというも

のではないんです。ある場所で決壊すればこう浸水する、また、ある場所ではこうとい

う想定を貼り合わせた結果がハザードマップとなっています。したがって、特定の場所、

家屋、施設が浸水する深さを確認するもので、洪水全体を予想するものではないんです。

この点、町長は大きな認識の誤りを持たれています。

さて、浜坂認定こども園の現在地については、計画規模降雨量での浸水想定で５メ

ーターから３メーターの浸水となっています。道路、堤防、橋梁などの構造物を設計す

る基礎となる計画規模降雨量、２４時間２４８ミリにおいても、現在地は浸水する想定

となっています。そもそも、今年配布されたハザードマップは、施設などのハード面で

防ぎ切れない豪雨災害が全国で頻発しているため、自分の住む地域を知り、速やかに身

の安全を守るために作られたものです。堤防などの強度を超える雨が降る、だから作ら

れたんです。そして、いざそのときには、想定最大規模降雨量での３メーターから５メ

ーターの浸水害が想定されるということです。

そもそも、町当局自身が浜坂認定こども園の目と鼻の先にある浜坂浄化センターにつ

いて、３メーターから５メーターの浸水想定で耐水化計画を策定する予算を計上してい

ます。第２期の整備検討委員会の議事録を確認すると、どうすれば現在地で子供の安全

を確保できるのかという議論が中心となっていました。こども園の実情は保育園です。

一たび浸水の被害に遭うと、再開まで数週間子供を預かれません。その間、保護者はど

うするのか。安定した保育が提供できる候補地を選ぶべきであり、現在地はふさわしく

ありません。

住民の意見を表すものとして、早期整備と現在地での整備を併せて要そする要そ書が

議長宛てに提出されています。確かに延べ ０００名という署名、重議もあるようです

ので、実数ですと約 ６００名と聞いていますが、この署名を集められた方々のの意は

すばらしいと思います。しかし、想定最大規模降雨量でのハザードマップが発表される

以前の署名でありますし、実際には署名された方も含めて、今のハザードマップを確認

して、浸水想定の深刻さから現在地は駄目だと言われる方もいらっしゃるのです。

大きな物事を進めるに当たっては賛否が分かれることもあります。そういう点では、
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要そ書とは反対の意見を持たれる方も町内にいらっしゃる。要そ書だけが民意を表して

いるものではないんです。我々は客観的な根拠に基づいて議論し、町当局からも役場東

側という新しい候補地を提案されたと考えています。したがって、現在地を候補地とし

て含む業務委託料は予算の無駄遣いであり、また、ここしばらくの議論をないがしろに

する提案だと判断して、減額修正に賛成いたします。議員各位の賛同をお願いいたしま

す。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は、修正案に反対する立場で討論をさせていただきま

す。

○議長（中井 勝君） それは先ほどの分で、もう既に終わっています。（発言する者

あり）だから、最初にしていただかんと駄目だったんですね。

暫時休憩します。

午前１１時２８分休憩

午前１１時２９分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

○議員（３番 河越 忠志君） 私は原案に賛成する立場で討論をさせていただきます。

浜坂認定こども園候補地環境調査業務予算を認めるべきであるという立場で討論をさせ

ていただきます。

今年３月８日並びに４月２７日の民生教育常任委員会での浜坂認定こども園整備に係

るこども教育課の報告では、役場東側の製材所跡地と、議会で２度土地鑑定料の補正予

算が否決された園、浜坂認定こども園、東側ほ場を整備候補地として比較し、さらに専

門家による調査検討が必要との説明がなされてきました。その提案は全く議論の余地が

ないものと、今現在も否定的な考えを持っています。しかし、本会議での本件に係る補

正予算の内容は、現浜坂認定こども園東側ほ場から現浜坂認定こども園東側を除く周辺

に変更されました。また、６月１６日の民生教育常任委員会で、本件に係る検討の経過

の報告において、担当課と町長の考え方に大きな隔たりがあることが明確になりました。

私は、コンサルタントは依頼者の意向に沿った結論を出すことが使命だと考えていま

す。したがって、町当局が同じ意向を持っていれば、結論は１つになってしまいます。

そのため、特別のチェックが必要になります。しかし、今回、発注者側が２つの意向を

持っておられる。つまり、公平な立場での報告書が提出される可能性が期待できるとい

うふうに考えています。そんな意味で、今まで私が否定してきたことが条件として変わ

ってきた。

また、もう一つは、現在地を否定したとして、役場東側、これについても課題が全く

ないわけではありません。今、私たちはその形が見えているでしょうか。例えば、道の
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駅。ほかにもたくさんの事例があったと思います。議会が実際にできているものにどこ

まで関われてこれたでしょうか。今回の予算を減額修正すれば、事後説明をしたとして

も、本議会では現浜坂認定こども園周辺での整備を要そされてきた方々がの思いをある

意味で門前払いしたことになってしまうと思えてしまいます。

私は仕事柄、依頼者の意向に沿った提案を心がけてきました。意向に沿った課題解決

が仕事だと思っています。また、様々な検討過程が大切だとも思っています。それぞれ

の地域にはそれぞれの課題があり、解決策があると思います。また、解決できない課題

も浮き彫りになります。浸水想定区域であっても、周辺地域全体がかさ上げされれば、

浸水想定区域から外れます。これは極端な例ですが、逆に、敷地の面積や形状により、

依頼者の求めを満足させられない計画しかできないこともあります。役場東側製材所跡

地を事前検討されないまま浜坂認定こども園の整備地として決定すれば、後戻りはでき

ません。かつ、議会がその整備内容に関わることがあまりそめないまま事業が進められ

る可能性が高いと思っています。さきにお話しした道の駅でも、議会の思いに沿った整

備がなされたでしょうか。否定的なお考えをお持ちの方もたくさんあろうかと思います。

議会が様々な施設に深く関われることは非常に難しい部分があります。

夢ホールの耐震改修が当初予算５内円から７内円に増額になり、八田地域交流センタ

ーも予算が４割増になりました。しかし、議会には詳細な資料は提出してもらえません

でした。それが現状です。この業務の予算を削除すれば、役場東側の製材跡地でどんな

計画が可能なのか確認されないまま、また、解決できない課題があるか、それさえも浮

き彫りにならないまま候補地が決定されてしまいます。それは、私はいいことだとは思

えません。

必ずしも私は現在地を推進という思いは絶対ではありません。しかし、それを比較し

て思いを持っておられる方々に説明したり、議会がどういった整備が可能かどうかを理

解しないまま決定するということについては、これはできることをやらなかったに等し

いんではないかと、そんなふうに思えてしまいます。役場東側がどんな整備ができて、

これなら喜んでもらえるな、１０００分の１に対応できるな、現在地の周辺であれば、

私は５０分の１の対応しかできないと思います。それでも地域としてこっちをよしとす

るか、やっぱり１０００分の１で、また別の課題があるかもしれないけれども、これを

選ぶか、これはいかに私たち議員が民意だとはいいながら、果たして決定してしまって

いいのか、そんな私の新米議員としての思いがここにあります。そのため、こういった、

ある意味でぶしつけな発言をさせていただきました。

これで私の討論を終わらせていただきます。どうぞ御検討よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

暫時休憩します。
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午前１１時３７分休憩

午前１１時３８分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

これから採決に入ります。

まず、本案に対する小林俊之君外３名から提出された修正案について採決をいたしま

す。

この採決は、起立により行います。

本修正案に賛成の８君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立多数、９名であります。よって、修正案は可決されました。

次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決を行います。

この採決は、起立により行います。

修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の８君の起

立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立全員であります。よって、修正議決した部分を除く部分は、

原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

午前１１時３９分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第６５号から議案第７２号まで

の令和３年度特別会計及び公営企業会計８会計の補正予算につきましては、一括上程し、

質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第２ 議案第６５号 から 日程第９ 議案第７２号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第６５号、令和３年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）について、日程第３、議案第６６号、令和３年度新温泉

町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第４、議案第６７号、令和

３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第

５、議案第６８号、令和３年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

１号）について、日程第６、議案第６９号、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計

補正予算（第１号）について、日程第７、議案第７０号、令和３年度新温泉町水道事業

会計補正予算（第１号）について、日程第８、議案第７１号、令和３年度新温泉町下水
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道事業会計補正予算（第１号）について、日程第９、議案第７２号、令和３年度新温泉

町公立浜坂病院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第６５号、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）についてから、議案第７２号、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事

業会計補正予算（第１号）についてまでにつきましては、それぞれ補正を行う必要が生

じましたので御提案を申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

議案第６５号、令和３年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） いいですか。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６６号、令和３年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） よろしいですか。ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。
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議案第６７号、令和３年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１

号）について、これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６８号、令和３年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１

号）について、これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６９号、令和３年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。
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議案第７０号、令和３年度新温泉町水道事業会計補正予算（第１号）について、これ

から質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第７１号、令和３年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第１号）について、こ

れから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第７２号、令和３年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。
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午前１１時４９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開します。

・ ・

日程第１０ 議案第６３号

○議長（中井 勝君） 日程第１０、議案第６３号、西浜財産区管理委員の選任につい

てを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現管理委員の死亡に伴い欠員補充が必要

となるため、後任の選任について御同意いただきたく御提案申し上げるものであります。

後任につきましては、水谷和尚氏をお願いいたしたく御提案申し上げるところであり

ます。水谷氏は、住所は８寄３４４番地、昭和２９年１０月２８日生まれで６６歳、西

浜財産区管理会からの申出により御提案するものであります。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

では、お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） 投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に９番、

阪本晴良君、１０番、岩本修作君を指名します。

投票用紙は配付していますが、念のために申し上げます。本案に賛成の８君は賛成、

反対の８君は反対と記載を願います。

なお、投票において、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則

第８３条の規定により、反対とみなします。
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投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票をお願いします。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、議席番号順にお呼びします。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 平澤 剛太君 ３番 河越 忠志君

４番 重本 静男君 ５番 浜田 直子君 ６番 森田 善幸君

７番 太田 昭宏君 ８番 竹内敬一郎君 ９番 阪本 晴良君

10番 岩本 修作君 11番 中村 茂君 12番 宮本 泰男君

13番 中井 次郎君 14番 谷口 功君 15番 小林 俊之君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。阪本晴良君、岩本修作君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１５票です。

以上のとおり、賛成全員であります。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１１ 諮問第１号

○議長（中井 勝君） 日程第１１、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、藤田宗宏氏は、令和３年９月３

０日をもって任期満了となるため、後任の推薦について意見を求めるものであります。
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後任につきましては、澤田観智夫氏をお願いいたしたく御提案申し上げるところであ

ります。澤田氏は、住所は新温泉町８寄３９４番地、昭和３５年１２月２３日生まれで

６０歳、令和３年３月まで教員として職責を果たされるなど経験が豊富なことから、委

員として適任と考え、御提案するものであります。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑を終結し、採決をいたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員数は議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１１番、

中村茂君、１２番、宮本泰男君を指名します。

投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本件について同意することに賛成の

８君は賛成と、反対の８君は反対と記載願います。

なお、投票において、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則

第８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票お願いします。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、議席番号順にお呼びします。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 平澤 剛太君 ３番 河越 忠志君

４番 重本 静男君 ５番 浜田 直子君 ６番 森田 善幸君

７番 太田 昭宏君 ８番 竹内敬一郎君 ９番 阪本 晴良君

10番 岩本 修作君 11番 中村 茂君 12番 宮本 泰男君

13番 中井 次郎君 14番 谷口 功君 15番 小林 俊之君
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○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。中村茂君、宮本泰男君の開票の立会いをお願いいたします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１５票です。

以上のとおり、賛成全員であります。よって、本件については、同意することに決定

しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１２ 諮問第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１２、諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、谷田善之氏は、令和３年９月３

０日をもって任期満了となるため、後任の推薦について意見を求めるものであります。

後任につきましては、をき続き谷田氏をお願いいたしたく御提案申し上げるところで

あります。谷田善之氏は、住所は新温泉町浜坂２０２４番地、昭和４５年３月５日生ま

れで５１歳、過去１期、委員を務めていただいております。このたびも委員として適任

と考え、御提案申し上げるところであります。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑を終結し、採決をいたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員数は議長を除く１５人です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１３番、

中井次郎君、１４番、谷口功君を指名します。

投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕
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○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本件について同意することに賛成の

８君は賛成と、反対の８君は反対と記載願います。

なお、投票において、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則

第８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番に投票願います。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、議席番号順に申し上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 平澤 剛太君 ３番 河越 忠志君

４番 重本 静男君 ５番 浜田 直子君 ６番 森田 善幸君

７番 太田 昭宏君 ８番 竹内敬一郎君 ９番 阪本 晴良君

10番 岩本 修作君 11番 中村 茂君 12番 宮本 泰男君

13番 中井 次郎君 14番 谷口 功君 15番 小林 俊之君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。中井次郎君、谷口功君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１５票です。

以上のとおり、賛成であります。よって、本件につきましては、同意することに決定

しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１３ 請願第１号

○議長（中井 勝君） 日程第１３、請願第１号、加齢性を含む難聴者の補聴器購入に

対する公的補助制度の創設を求める請願書についてを議題といたします。
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請願に対する委員会の審査報告を求めます。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。請願審査の報告をいた

します。

審査事件は、請願第１号、加齢性を含む難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の

創設を求める請願書、令和３年２月２５日に民生教育常任委員会に付託されたものであ

ります。請願者は、兵庫県美方郡新温泉町石橋７３３－２の馬場稔さんからの請願であ

ります。

審査の結果は、令和３年第１０７回新温泉町議会定例会、２月２５日の本会議におい

て、本委員会に付託された事件であります。会期中における審査事件として、３月８日

開催の委員会において審査を行いましたが、閉会中の継続審査となりました。４月２８

日の開催の委員会において再度審査をいたしました。

委員会における審査経過を報告いたします。本件は、国に対して、加齢性を含む難聴

者の補聴器購入に対する助成制度を創設することを求める意見書を提出することを要請

されたものであります。本件に対する本町の対応状況等について調査しましたところ、

現在、身体障害者手帳が交付されている聴覚障害等級６級以上の方には補聴器導入につ

いて、国における補装具支給制度の対象費目とされております。基準額の範囲内で、原

則９割が支給されています。また、１８歳未満で同手帳の交付対象とならない難聴児に

対しては、本町において、難聴児補聴器購入助成事業を実施しております。費用の一部

を補助しています。以上のことから、加齢による軽度・中等度の難聴者がの助成制度は

ないところであります。

委員会においては、本件の取扱いについて意見を聴いたところ、加齢による難聴のた

めの補聴器が必要な人が多く、ＥＵにおいては保険適用をされております。助成制度の

導入は必要であるとの立場から、本件については採択したいという意見がありました。

これに対します、できるだけ早期から補聴器などを使って聞こえを改善することが必要

になることは認識しているが、１つ、補聴器は難聴の状況に応じた必要十分な機能で足

り、高額なものを購入する必要はなく、一律の公費負担（助成）することは公益性の原

則から見て、合理的とは言えない。２つ目、難聴は認知症リスクを高める要因の一つで

ありますが、補聴器の認知症低下予防の効果については研究中であり、現状では科学的

根拠が確認されておりません。本件意見書の提出は、時期尚早である。以上の理由から、

本件については不採択としたいという意見が出されました。

審査の結果、採決いたしまして、不採択とするものと決定しました。

以上、報告いたします。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑がありましたらお願いをいたします。ありませんね。

〔質疑なし〕
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○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。（「討論」と呼ぶ者あり）

それでは、討論に入ります。

まず、本請願に対し賛成者の発言を許可します。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） それでは、加齢性を含む難聴者の補聴器購入に対する補

助制度の創設を求める請願の採択を求める討論をさせていただきます。

高齢化に伴い、耳が聞こえにくくなって、仕事や社会生活に困る高齢の難聴者が増え

ています。しかし、補聴器は平均価格が１５万円と高額で、高くて買えないと悲鳴が上

がっています。加齢性難聴は日常生活を不便にし、生活の質を落とすだけでなく、鬱や

認知症の原因にもなることが指摘されており、兵庫県議会全会一致で採択をはじめ、自

治体や関係団体から公的補助制度創設の要そが出されています。難聴をが療のカテゴリ

ーと捉え、補助制度がある欧米と比べ、日本は障がい者のカテゴリーで捉えて助成対象

を絞り込んでいるため、補聴器の所有率が圧倒的に低いのが実態であります。高齢者が

社会で活躍し働いていくときに、補聴器は必需品となっているところでございます。厚

労省でも平成３０年度から加齢性難聴と認知症との関連を研究しており、国立日本が療

研究開発機構では、内耳が活動するためのリンパ液の電位の低下や内耳の感覚細胞であ

る有毛細胞の活動低下を伴うため、聴力の低下に大きな影響があるということが考えら

れると言っています。そして、聴覚刺激が減ること自体、脳の萎縮につながる可能性を

指摘されています。平成２７年に厚労省が公表した認知症施策総合戦略、認知症高齢者

にやさしい地域づくりに向けて（新オレンジプラン）において、難聴は認知症の危険因

子として上げられているところでございます。年を取れば多くの人が目が白内障になり、

眼内レンズの埋め込み手術を受けています。かつてはが療保険の適用外でありました。

今日では保険が適用されています。補聴器購入にも公的補助制度を国に求めたいと思う

ところでございます。請願の採択に同意をいただきますようにお願い申し上げます。以

上です。

○議長（中井 勝君） 次に、本請願に対し反対者の発言を許可します。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 請願第１号、加齢性を含む難聴者の補聴器購入に対する

公的補助制度の創設を求める請願書について、不採択の立場で討論いたします。

この請願内容にあるとおり、一般論として、難聴となった高齢者が生活の質、ＱＯＬ

が下がることでフレイルとなり、認知症が進むということは考えられます。しかし、請

願のように、補聴器が高価で経済的負担が大きく利用できないという理由については賛

同できません。非常に高価な補聴器があるのは事実です。しかし、過度な機能を入れな

ければ、１０万、数十万円にはならないのです。公的補助制度をという観点から考える
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と、障がい福祉の制度である補装具費の基準額を参考に、必要十分な補聴器でよいので

はないでしょうか。こうした場合、１個の補聴器が４万から５万円での購入となります。

確かに４万から５万円も高額とも言えますが、同じような金額で眼鏡を買うことを考え

れば、個人で購入できる金額であると言えます。

そして、現在、補聴器の認知症予防、フレイル予防がの有効性に関する研究が行われ

ています。それによると、難聴が認知症のリスク要因であるとは考えられていますが、

補聴器を使用することによって認知症予防に有効であるという科学的根拠はまさに研究

中なのです。したがって、補聴器の有効性について、一般論としては賛同できますが、

税金を使う以上はしっかりとした科学的根拠が必要ではないでしょうか。そして、それ

は現状ではありません。

以上のような理由から、当請願については不採択と考えます。議員各位の御賛同をお

願いいたします。

○議長（中井 勝君） ほか、討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから請願の採決をいたします。

この採決は、起立によって行います。

この請願に対する委員長の報告は、不採択です。この請願を採択することに賛成の８

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立少数です、３名。よって、この請願は、不採択とすること

に決定しました。

・ ・

日程第１４ 請願第３号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、請願第３号、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度拡充をはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書の採択を求める請願に

ついてを議題といたします。

請願に対する委員会の審査報告を求めます。

宮本民生教育常任委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 請願審査の報告をいたします。

本審査事件は、請願第３号であります。教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度拡

充をはかるための、２０２２年度政府予算に係る意見書の採択の請願についてでありま

す。令和３年６月８日、民生教育常任委員会に付託されたものであります。請願者は、

兵庫県美方郡新温泉町湯字大城１６８４－２９、美方郡教職員組合執行委員長、中村丈

二さんからの請願であります。

審査の結果といたしまして報告いたします。令和３年第１０８回新温泉町議会定例会、
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６月８日の本会議において、本委員会に付託された事件であります。その後、会期中に

おける審査事件としまして、６月１６日開催の委員会において審査を行いました。本請

願は、子供たちの教育環境改善のため、また、教職員定数の改善、少人数学級の推進及

び教育予算の財源保障等を求めるものであります。当委員会は本請願の趣旨を妥当と認

め、全会一致で採択すべきであるということに決定いたしました。

以上、報告をいたします。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑がありましたらお願いします。ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

この請願に対する委員長の報告は、採択です。この請願を委員長報告のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、この請願は、委員長報告のとお

り採択することに決定しました。

暫時休憩します。

午後１時４０分休憩

午後１時４１分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第１ 意見書案第２号

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま意見書案第２号、少人数学級・教

職員定数の改善と義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書が提出されました。これを

日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第２号を日程に追加し、

追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることに決定いたしました。

追加日程第１、意見書案第２号、少人数学級・教職員定数の改善と義務教育費国庫負

担制度拡充に係る意見書についてを議題といたします。

本件に対する提出者の趣旨説明を求めます。
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３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 少人数学級・教職員定数の改善と義務教育費国庫負担制

度拡充に係る意見書の提出について説明をさせていただきます。別紙意見書案について、

朗読をさせていただきます。

改正義務標準法が成立し、小学校の学級編制標準が学年進行により段階的に３５人に

をき下げられます。今後、小学校だけにとどまるのではなく、中学校・高等学校での３

５人学級の早期実現が必要です。さらに、きめ細かな教育をするためには３０人学級の

実現がまた不可欠になります。

その上、文部科学大臣も、改正義務標準法に関わる国会答弁の中で、３０人学級や中

・高における少人数学級の必要性についても言及されています。

学校現場では、新型コロナウイルス感染症対策による教室の消毒作業等や貧困・いじ

め・不登校など解決すべき課題が山積しており、子供たちの豊かな学びを実現するため

の教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。豊か

な学びや学校の働き方改革を実現するために、加配の増員や少数職種の配置増などの教

員定数改善が不可欠です。

一方、厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行っている自治体もありま

すが、自治体間の教育格差が生じることは大きな問題になります。義務教育費国庫負担

制度については、２００６年に国庫負担率が２分の１から３分の１にをき下げられまし

た。国の施策として定数改善に向けた財源確保をし、子供たちが全国のどこに住んでい

ても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。豊かな子供の学びを保障

するための条件整備は不可欠になります。

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自

治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう強

く要請します。

１、中学校・高等学校での３５人学級を早急に実現すること。また、さらなる少人数

学級について検討すること。

２、学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、加配の増員や少数職種の配

置増など教職員定数改善を推進すること。

３、自治体で国の標準を下回る学級編制基準の弾力的運用の実現ができるよう、加配

の削減は行わないこと。

４、教育の機会均等と水準、維持向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育

費国庫負担制度の負担割合ををき上げること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和３年６月２２日、各

関係議長、大臣宛てに新温泉町議会議長より提出したいと思います。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 質疑ないようです。終了します。

質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、国会及び政府関係機関に提出することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を国会及び政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第２号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第１５ 発議第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１５、発議第２号、新温泉町議会会議規則の一部改正に

ついてを議題といたします。

本案に対する提案説明を求めます。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） 失礼いたします。それでは、発議第２号、新温泉町議会

会議規則の一部改正について、上記の議案を新温泉町議会会議規則第１４条第１項及び

第２項の規定により、別紙のとおり提出いたします。令和３年６月２２日提出。新温泉

町議会議長様。提出者ですが阪本、それから賛成者として議運の方々４名でございます。

提案理由は、欠席の届出及び請願書の記載事項等の整備を行うため、所要の改正を行う

ものであります。

内容の説明ですけれども、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。改正案のほう

で、第２条で欠席の届出ということで下線の部分を改正するものです。第２項も同じよ

うな内容であります。それから、第８８条として、請願書の記載事項等ということで、

その下線の部分を変更させていただくということであります。中身につきましては、休

会中の全員協議会で説明のあったとおりでありまして、欠席の届出、請願書の記載事項

等について改正するものであります。

本文に返っていただきまして、附則といたしまして、この規則は公布の日から施行す

るというものであります。

以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） それでは、質疑を終了します。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１６ 選挙第１号

○議長（中井 勝君） 日程第１６、選挙第１号、美方郡広域事務組合の議会議員の選

挙についてを議題といたします。

お諮りします。この選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行う

ことに決定しました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いた

しました。

それでは、美方郡広域事務組合の議会議員に池田宜広君を指名します。

お諮りいたします。ただいま議長が指名しました池田宜広君を美方郡広域事務組合の

議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しましたとおり、

池田宜広君が美方郡広域事務組合の議会議員に当選されました。

当選された池田宜広君が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定によ

り当選の告知をいたします。

・ ・

日程第１７ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

－４８－



○議長（中井 勝君） 日程第１７、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり、閉会中における所管事務調査

の申出が出されておりますので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決

定しました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議

了いたしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思

います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会

することに決定します。

新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る６月８日の開会以来、会期末となる本日まで、条例の改正、令和

３年度一般会計補正予算など重要な案件について審議してまいりました。審議に当たっ

ては、議員各位の極めての心な御審議により、それぞれ適切妥当な結論を得たものであ

り、その御精励に対し深く敬意を表します。また、町長をはじめ執行部の皆様におかれ

ましては、誠意を尽くした説明をいただきました。審議の過程での意見並びに提言を十

分尊重され、今後の町政運営に十分反映されますよう、強くそむものであります。

結びに、議員各位並びに町当局におかれましては、町政進展のため御努力を賜ります

よう御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） ６月定例会の閉会に当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げま

す。

今期定例会におきましては、私どもの提案させていただきました議案について、慎重

な御審議の結果の上、御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。

季節の変わり目でございます。議員各位におかれましては、一層御自愛の上、新温泉

町のさらなる発展に向けて、一層の御支援、御協力を心よりお願い申し上げまして、お

礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○議長（中井 勝君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

第１０８回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午後１時５６分閉会
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